
第３号議案 
「令和６年度 向陽台小学校ＰＴＡ運営方針に関する件」（案） 

 

 

１ 基本方針 

 

学校は、家庭・地域・関係機関等との連携を深め、教育活動への理解・協力や情報発信を推進し「地域とと

もにある学校」を目指している。ＰＴＡは、それらに積極的に関わり、家庭・地域・学校の三者連携の推進役

としての役割を果たすことが期待されている。 

本校ＰＴＡは、学校教育活動への理解を深め、児童の健全育成と地域における教育環境の整備・充実を図る

ため、会員相互の親睦・研修等の諸活動を行う。 

 

 

２ 推進上の留意点 

 

（１）役員会 

ＰＴＡ活動が規約に基づき円滑かつ有意義に推進されるよう役割を果たす。また、会員の意向を 

  活動に反映するよう努める。 

 

（２）運営委員会 

中間議決機関としての役割を果たすとともに、学年・特別委員会活動の相互交流とＰＴＡ活動に対する

意見反映の場とする。 

 

（３）事務局 

役員会と連携を図り、ＰＴＡ活動全体が遅滞なく推進できるよう必要な業務に携わるとともに、 

  学年や特別委員会と連携し、ＰＴＡ活動全体の調整に努める。また「学校便り」、ホームページ等で学年・

特別委員会の活動の様子を発信することにより、ＰＴＡ活動への啓発を図る。 

 

 （４）一家庭一係制 

   委員会組織を廃止し、一家庭一係制にする。係については、令和６年度は「学年レク係」「環境 

整備係」「花壇整備係」「企画係」「体育館清掃係」とする。なお、これらの係には、ＰＴＡ役 

員、学級委員長、副委員長の家庭は、入らなくてもよい。 

 

（５）関係機関・中学校区ＰＴＡとの小中・小小連携 

石狩管内ＰＴＡ連合会・千歳市ＰＴＡ連合会との連携を図り、各種行事に積極的に参加する体制 

  づくりに努める。また、向陽台中校区における小中一貫教育・小小連携を促進する。 
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令和６年度の向陽台小ＰＴＡ活動（令和５年度との主な変更点） 

   

１．保護者のＰＴＡ役員を少なくします。保護者のＰＴＡ役員の人数 

 

 ５年度 ６年度 

会長 １名 １名 

副会長 ３名 ２名 

会計 １名 ０名（学校職員のみ） 

監査委員 （２名） ２名 

 

規約では、役員とは別であった「監査委員」を「監査」と名称を変更し、「ＰＴＡ役員」に組み入れます。 

 

 

２．総務委員会、教養委員会、生活委員会、学年代表委員会、子ども応援隊を廃止します。 

   

 

３．学級委員長、学級副委員長を決めます。（２月に決定しました。） 

  ・学級委員長の主な仕事は、運営委員会に参加します。（運営委員会・・・会長が招集し、ＰＴＡに関す 

る協議等が必要な事項を審議、調整し、決定する話し合いです。）また、学級レク以外のクラス全体に 

関わることの窓口の役割を行います。 

・学級副委員長の主な仕事は、学級委員長の補佐と、役員選考委員の役割をしていただきます。 

 

４．一家庭一係を決定します。（４月２０日（土）の総会後） 

（年間、何か一回は、係の仕事をお願いいたします。） 

 ①学年レク係（いない場合は行わない。） ②環境整備係  ③花壇整備係  ④企画係  

⑤体育館清掃係 （⑥ 特別委員会「森ック」） 

 

５．ＰＴＡ会費 月額１５０円（年額１，８００円）→月額２００円（年額２,４００円）に変更 

        また、小学校に複数のお子さんがいる場合は、１人につき年額２００円いただきます。 

        小学校に子どもが１名 → 年額２，４００円 

        小学校に子どもが２名 → 年額２，４００円＋２００円＝２，６００円 

 

６．表彰に関する細則について 

  表彰判断基準が、曖昧な表現になっています。 

  細則 第２条 （２）本会の役員及び運営委員として通算３年以上活躍し、その功績顕著な者 

                         ↓ 

         （２）本会の役員として通算３年以上活躍した者 

 

 

それに伴い、「向陽台小学校父母と先生の会規約」が大幅に変更になります。 

・規約は、加除修正部分を赤字等で表示したもの（Ｐ１８～Ｐ２４）と、 

全て直したもの（Ｐ２５～Ｐ３０）の ２種類を掲載しています。 
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令和６年度 向陽台小学校 ＰＴＡ一家庭一係について 

★仕事の内容と日程は次の通りとなります。あおぞら学級は、兄弟学級に入ります。 

★ＰＴＡ役員、学級委員長、学級副委員長の家庭は、所属しなくて構いません。 

★兄弟のいる家庭は、基本、上の学年に所属します。 

１ 学年レク係（各クラス２家庭程度） 

 □内容：学年レクの日程と内容を懇談会等で決定し、企画運営を行います。 

     ・各学年補助費（一人２００円）があります。 

     （事前に連絡をいただければ、会計（事務）が準備してお渡しします。 

     ・例年、ミニ運動会的なものなどを行ってきました。感染拡大防止のためレクが行えない場合

は、担任の先生と相談をして学年補助費でおやつ等を用意していただきます。 

     ・学年レク係の希望者がいない場合は、学年レクは不実施となります。 

 

２ 環境整備係 ５月１１日(土)  ２０家庭程度 

 □内容：児童玄関前の花壇の耕し、グラウンドバックネット横の畑の耕し作業をします。 

 

３ 花壇整備係 （６月～９月） ２０家庭程度 

 □内容 花壇の草取り 水やり 天候などを見ながらご都合の良い日に行ってください。 

     朝や夕方、土日の活動でもできるため、平日お仕事で忙しい方にもおすすめです。   

     係になったご家庭は、１回は必ず行うようお願いいたします。１回の作業時間３０分程度  

例：６月・・・４家庭  ７月・・・６家庭  ８月・・・６家庭  ９月・・・４家庭程度に 

割り振らせていただきます。 
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４ 企画係 ５家庭程度 （通年）  

 □内容 講座などを企画・実施していただきます。 

（令和５年度では、教養委員会が「つまみ細工作り」を企画・実施しました。また、総務委員会はカレンダ

ー発行を行いました。また、総務委員会は、新型コロナウイルス感染症流行前は、ＰＴＡ広報誌を発行して

いました。そのようなことを企画、実施する係です。企画に関してのお金は、ＰＴＡ会費から支出いたし

ます。なお、企画は、多くても２つ程度とさせていただきます。 

５ 体育館清掃係 １２月２０日（金） １５家庭程度 

 □内容 体育館の床のふき掃除等を行います。 

６ 特別委員会 「森ック」（通年）  

 □内容 月２回程度の読み聞かせ 本の森（学校図書室）の清掃、飾りつけ等 読書の日の企画・運営等 

  ＊森ックは特別委員会のため、一家庭一係のお仕事をしていただいた上で、森ックに入って活動した 

   いと考えている方は、是非、入会をお願いいたします。 



令和６年度 千歳市立向陽台小学校 ＰＴＡ 主な活動日程案 
 

令和６年 

４月１０日（水）    ＰＴＡ役員会① 

      ２０日（土）    ＰＴＡ総会 

５月１１日（土）    春の環境整備 

５月 ～        各学年レク（行う場合） 

６月３日（月）     ＰＴＡ役員会② 運営委員会① 

６月 ～ ９月     花壇整備 

６月 ～        企画（行う場合） 

     ９月５日（木）     ＰＴＡ役員会③ 

１０月１９日（土）～２０日（日） 

日本ＰＴＡ北海道プロック 石狩管内・千歳大会 

（向陽台小が千歳市の事務局校） 

１１月２２日（金）    ＰＴＡ役員会④ 

１２月２０日（金）  体育館清掃 

 

令和７年     

 １月３１日（金）    ＰＴＡ役員会⑤ 

     ３月 ３日（月）    ＰＴＡ役員会⑥ 運営委員会② 

 

（ＰＴＡ役員会は、ＰＴＡ会長との調整により、回数など変更の場合があります。） 
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（単位　円）

R５年度予算 R６年度予算 差   　引 備　　　考

283,335 268,923 △ 14,412 前年度繰越金

185,400 266,200 80,800 109家庭(保94・職15)×2,400　@200×23名

0 0 0 ＰＴＡ会計の収入としない

3 2 △ 1 貯金利子

468,738 535,125 66,387 

（単位　円）

節 R５年度予算 R６年度予算 差   　引 備　　考

事 務 局 費 10,000 10,000 0 郵券、振込手数料、事務消耗品、表彰記念品

会 議 費 5,000 60,000 55,000 各種会議、懇親会、研究大会

接 待 費 0 0 0 

慶 弔 費 15,000 15,000 0 会員慶弔

委 員 会 旅 費 0 15,000 15,000 旅費、日当

30,000 100,000 70,000 

学 年 レ ク 係 25,000 25,000 200円×118名=23,600円　

環 境 整 備 係 10,000 10,000 

花 壇 整 備 係 10,000 10,000 

企 画 係 10,000 10,000 

体 育 館 清 掃 係 10,000 10,000 

特 別 委 員 会 10,000 10,000 森ック活動費

75,400 75,000 75,000 

環 境 費 18,000 20,000 2,000 環境整備（畑肥料）

児 童 振 興 費 25,000 20,000 △ 5,000 卒業記念品　1,056円×17名=17,952円

負 担 金 55,000 60,000 5,000 千歳市教護協会、安全互助会、市Ｐ連

記 念 行 事 費 0 0 0 

予 備 費 265,338 260,125 △ 5,213 ソフトボール大会参加費

363,338 360,125 △ 3,213 

468,738 535,125 66,387 

ー１５－

会 費

第4号議案　「令和６年度会計予算案に関する件」

令 和  6  年 度  Ｐ Ｔ Ａ 予 算 書 （ 案 ） 

１　収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項　 目

繰 越 金

小 計

振
興
費

小 計

合 計

周年記念事業補助金

雑 収 入

２　支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

運
営
費

小 計

活
動
費



 

 

向陽台小学校父母と先生の会規約（変更点） 
 

 

第１章 総   則 

（目 的） 

第１条 この会は、会員の相互理解と協力により、学校、家庭と社会における児童の健全

で幸福な成長を図ることを目的とする。 

第２条 この会は「向陽台小学校父母と先生の会（「向陽台小ＰＴＡ」と略称する。）」

といい事務局を向陽台小学校におく。 

 

 

（活動方針） 

第３条 この会は、教育を本旨とする民主的団体として、次の方針に従って活動する。 

⑴ 児童の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関等と協力する。 

⑵ 特定の政党や宗教に偏ることなく、営利を目的とするような行為は行わず、他

のいかなる団体の支配、統制、干渉を受けず、また干渉しない。 

 

 

（活 動） 

第４条 この会は、第１条の目的を達成するための、前条の方針に従って、次の活動をす

る。 

⑴ 民主教育に対する理解を深めるための研修活動 

⑵ 会員相互の融和、親睦を深めるための研修活動 

⑶ 児童の教育環境及び生活環境の改善、学校教育上の活動援助 

⑷ その他本会の目的を達成するための諸活動 

 

 

 

第２章 組織及び運営 

 

（会 員） 

第５条 この会の会員は、向陽台小学校に在籍する児童の父母又はこれに代る者、及び向

陽台小学校に勤務する教職員とする。 

 

 

（総 会） 

第６条 総会は、この会の全会員をもって構成され、この会の最高議決機関である。 

２．総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年４月、臨時総会は運営委員

会が必要と認めたとき、又は会員の５分の１以上の要求があったとき、会長が招集

する。 

３．総会は、出席会員によって成立し、議事は出席者の過半数で決定する。但し、賛

否同数のときは、議長が決定する。 

４．総会の議長は、出席者の承認を得て会員の中から会長が指名し、その総会の全議

事が終了するまでその任につく。 

（総会附議事項） 
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第７条 次の事項は、総会の議決又は承認を得なければならない。 

⑴ 年度計画及び予算 

⑵ 前年度経過報告及び決算 

⑶ 役員及び監査委員の選任 

⑷ 規約の改廃 

⑸ その他必要な事項 

 

（学級委員長 、学級副委員長） 

第８条 この会の活動を円滑に行うため次の委員会学級委員長、学級副委員長を定める。

設ける。所管事項についての調査、立案、実施を担当する。 

⑴ 総務委員会 

ア． ＰＴＡ会報発行に関すること。 

イ． 全会員に関する事業。 

ウ． その他必要な事項。 

⑵ 教養委員会 

ア． 会員の教養を高める研修活動に関すること。 

イ． 家庭教育学級の企画、運営に関すること。 

ウ． その他必要な事項。 

⑶ 生活委員会 

ア． 会員の福利厚生、体育に関すること。 

イ． 校外における児童の生活・安全指導及び地域諸団体との連携。 

ウ． その他必要な事項。 

⑷（１） 学年委員会学級委員長 

ア． 学級及び学年の親睦に関すること 

ア. 運営委員会へ参加する。 

    イ. 学級レク以外のクラス全体に関わることの窓口の役割を果たす。  

ウ. その他必要な事項。 

  （２） 学級副委員長 

    ア. 学級委員長を補佐する。 

    イ.  学級副委員長は、役員選考委員を兼ねる。 

 ⑸ 子ども応援隊 

ア． 保護者同士の結び付きを強める研修、親睦活動等に関すること。 

イ． 奉仕活動（環境・施設整備、校内外の清掃等） 

ウ． その他必要な事項。 

    

（係制） 

第９条 この会の活動を円滑に行うため、一家庭一係の係制をとり、実施する。 

    係は、ＰＴＡ役員、学級委員長、学級副委員長以外の全家庭とする。 

＊活動例、５月の環境整備作業、花壇の水やり・草取り、学年レク、企画、体育館

清掃） など                               
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（委員会への所属及び活動） 

第１０条 会員は、その所属する学級において、総務委員会、教養委員会、生活委員会、

おやじ会、学級代表委員会のいずれかに希望又は調整により所属する。但し、

兄妹（姉妹）がいる場合は、それぞれの学級で別々の委員会に所属するのでは

なく、長子のいるクラスでの所属に統一する。 兄弟（姉妹）がおり、活動で

所属学年が必要な場合は、長子のいる学年への所属に統一する。 

２．各学級の学級代表委員は３名とする。但し、学級の実態に応じて２名でも可とす

る。 

３．各委員会は所属した全会員により構成する。 

４．委員会は、他の委員会、類似団体、機関等との協調、会員の融和に努めるものと

する。 

 

 

（委員総会） 

第９条 各委員会は所属会員の参加により、委員総会を開催する。 

２．委員総会において、次の事項を決定する。 

⑴ 代表委員３名。（低学年、中学年、高学年各１名を原則とする。） 

⑵ 年間活動内容及び総括。 

⑶ その他必要な事項。 

 

 

（運営委員会） 

第１１条 総会の委任を受けて、この会の目的達成に必要な事項を審議、調整し、決定す

る機関として、この会に運営委員会をおく。 

２．運営委員会は、役員、学級委員長、各委員会の代表委員、担当教職員、特別委員

会の委員長、副委員長、監査委員で構成する。 

３．運営委員会は、必要の都度会長が招集し、議事は出席者の過半数で決定する。 

 

 

（組織及び運営） 

第１２条  この会に次の役員をおく。 

(1) 会長 １名 

(2)  副会長 ３２名 

(3)  会計 １名（教職員とする） 

(4) 監査       ２名 

(6)  事務局長 １名（教職員とする） 

(7)  事務局次長 １名（教職員とする） 

２．役員は、基本的に監査委員、各委員会の代表委員、役員選考委員、特別委員会委

員長を兼ねることはできないが、本人の承諾があればその限りではない。 

 

 

（役員の職務） 

第１３条 会長は、この会を代表し会務を統括する。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。 

３．会長を除く役員は、各委員会の代表委員とともに委員会の運営に当たる。 

３．会計は、この会の一切の会計事務を処理するとともに、この会の財産を管理する。 

 

 

 

－２０－ 



 

 

４．監査は、この会の会計及び会務を監査する。監査は２名とする。毎年９月及び３

月に定期検査を、また、必要に応じ随時監査を行い、定期総会及び運営委員会で、

その結果を報告しなければならない。 

５．事務局長は、事務局を統括し、この会の庶務を行う。 

６．事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在の時はその職務を代行する 

 

（役員の選出） 

第１４条 役員は、別に定める規定により選出され、総会の承認を得て就任する。 

 

（役員の任期） 

第１５条 役員の任期は１年とし、次期の役員が就任するまでその職務を行う。但し、再

任は妨げない。 

２．役員に欠員が生じた場合は前条に準じて選出し、運営委員会の承認を得る。その

期間は前任者の残任期間とする。 

 

 

（監査委員） 

第１６条 この会の会計及び会務を監査するため、監査委員を置く。 

２．監査委員は３名とする。 

３．監査委員の選出及び任期は、役員と同様とする。 

４．監査委員は、毎年９月及び３月に定期監査を、また、必要に応じ随時監査を行い、

定期総会及び運営委員会で、その結果を報告しなければならない。 

５．監査委員は必要に応じ役員会に出席する。 

 

 

（特別委員会） 

第１６条 委員会所管事項のうち特定事項、又は所管以外の事項を調査、立案、実施する

ため、特別委員会をおくことができる。 

２．特別委員会の構成、運営等については、細則で定める。 

 

 

（役員選考委員会） 

第１７条 この会の役員並びに監査委員の候補者を選考するため、役員選考委員会をおく。 

２．役員選考委員会は、各学級から選出された１名（学級副委員長）及び事務局２名

で構成する。 

３．役員選考委員は、役員等の候補になることができない。 
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第３章 会   計 

 

第１８条 この会の活動に要する費用は、会費、寄付金並びにその他の収入をもって充て

る。 

２．この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

３．会費は、一世帯毎に納入し、金額は、月額１５０円 ２００円 とする。 

  また、小学校に、一家庭に複数の児童が在籍する場合は、年額でプラス２００円

徴収する。（学年レク費を考慮して） 

例：小学校に１名在籍する場合 ２００円×１２か月＝２，４００円 

 小学校に２名在籍する場合 ２００円×１２か月＋２００円×１名＝２，６００円 

 小学校に３名在籍する場合 ２００円×１２か月＋２００円×２名＝２，８００円 

  

［経過］ 

・令和３年度は、コロナ禍でＰＴＡ活動等ができないと見越し月額２００円にした。 

・令和４年度、令和５年度も同様な流れで月額１５０円（年１８００円）にした。 

・令和６年度は、令和５年５月に新型コロナウイルス感染症が２類から５類に移行し

たことに伴い、活動も令和３～５年度に比べると活発になると判断して月額２００

円にした。 

    

 

第１９条 この会に特別会計を設けることができる。 

２．特別会計を設けるときは、細則でこれを定める。 

 

 

第４章 細   則 

 

第２０条 この会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて、運営委

員会で定めることができる。 

２．運営委員会は、細則を制定または改廃したときは、その結果を次回総会に報告し

なければならない。 

 

第５章 規約の改廃 

 

第２１条 第６条第３項の規定にかかわらず、総会において出席者の３分の２以上の賛成

がなければ規約の改正または廃止をすることができない。 

附   則 

⑴ この規約は、昭和５７年４月２５日から施行する。 

⑵ 平成６年４月１７日一部改正。 

第１４条第２項研修委員会の業務にイを追加、第１８条の第２項役員選考委員の選

出の仕方を改正。 

⑶ 平成９年４月１３日泉沢小学校分離に伴い全面改正。 

⑷ この規約は平成１０年５月７日一部改正し、同日から施行する。 

⑸ この規約は令和２年４月２０日一部改正し、同日から施行する。 

（６）この規約は令和６年４月２０日一部改正し、同日から施行する。 
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慶 弔 に 関 す る 細 則 
 

第１条 本会の慶弔に関し、規約第２０条の規定に基づき、この細則を定める。 

第２条 本会の慶弔贈与の範囲は、次のとおりとする。 

⑴ 会員死亡の場合 香典 ５，０００円 

⑵ 本校の児童死亡の場合 香典 ５，０００円 

２．全校に定める場合の他、特別な場合は、運営委員会で協議し決定する。 

附  則 

⑴ この細則は、昭和５７年４月２５日から施行する。 

⑵ 平成９年４月１３日一部改正 

第２条⑶教職員転任の場合 餞別 ５，０００円～削除 

 

 

表 彰 に 関 す る 細 則 
 

第１条 本会が行う表彰について、規約第２０条の規定に基づき、この細則を定める。 

第２条 本会が行う表彰は、次の各号に該当する者のうちから運営委員会で審議決定する。 

⑴ 本会の役員及び運営委員として通算３年以上活躍し、その功績顕著なた者。 

⑵ その他特別な功績があった者。 

２．本会の表彰は、現会員に対しては行わない。但し、前項第２号に該当する場合は

この限りではない。 

第３条 表彰は、表彰状または感謝状を贈ってこれを行う。 

２．表彰状または感謝状に添えて、記念品を贈る。 

附  則 

⑴ この細則は、昭和５７年４月２５日から施行する。 

⑵ 昭和５９年３月３１日まで、第２条第１項第１号のうち、〔通算３年以上〕は

削除して読む。 

⑶ この細則第２条について平成１０年５月７日一部改正。⑵委員→運営委員 

 

－２３－ 

組織図
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特別委員会「森ック」に関する細則 

 

第１条 この会は、向陽台小学校森ックという。 

第２条  本校の図書活動をより一層充実させることを目指して、年間を通して読み聞かせ

や行事企画を行う。 

・読み聞かせについて、朝自習読書の時間を活用する。主に低学年に対するもの（概

ね月 2回） 

・行事について～4月のお話し会他、春・秋の読書週間でのイベントの企画など 

                    ↓  青字の部分 

   ・朝読書の時間を活用し、読み聞かせを行う（概ね月２回）。また、教職員と相談

の上、読書の日等でイベントの企画を行う。 

第３条 森ック会員は、ＰＴＡ会員・ＰＴＡＯＢ･地域の方、有志を広く呼び掛けて組織す

る。 

第４条 会の活動については、月１回程度の森ック会議をもち、その内容を決定する。 

第５条 活動を遂行するため、特別委員会活動費として、年度会計予算案に計上する。 

第６条 この会の組織及び活動は、単年度とする。 

 

附  則 

⑴ この細則は、平成２６年４月１９日から施行する。 

 

 

 

旅費に関する細則 
 
第１条 本会の旅費に関し、規約第２０条の規定に基づき、この細則を定める。 

第２条 本会の旅費支給の範囲は、別表のとおりとする。 

  ２ 全校に定める場合の他、特別な場合は、運営委員会で協議し決定する。 

  

附  則 

  （１）この細則は、平成３１年４月２０日から施行する。 

 

（別表 旅費支給の範囲） 

区 分 旅 費 日 当 宿泊費 

市内    

市外（日帰り） ＪＲ運賃実費（往復） １，０００円  

市外（宿 泊） ＪＲ運賃実費（往復） １，０００円 ５，０００円 
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（新）向陽台小学校父母と先生の会規約 
 

 

第１章 総   則 

（目 的） 

第１条 この会は、会員の相互理解と協力により、学校、家庭と社会における児童の健全

で幸福な成長を図ることを目的とする。 

第２条 この会は「向陽台小学校父母と先生の会（「向陽台小ＰＴＡ」と略称する。）」

といい事務局を向陽台小学校におく。 

 

 

（活動方針） 

第３条 この会は、教育を本旨とする民主的団体として、次の方針に従って活動する。 

⑴ 児童の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関等と協力する。 

⑵ 特定の政党や宗教に偏ることなく、営利を目的とするような行為は行わず、他

のいかなる団体の支配、統制、干渉を受けず、また干渉しない。 

 

 

（活 動） 

第４条 この会は、第１条の目的を達成するための、前条の方針に従って、次の活動をす

る。 

⑴ 民主教育に対する理解を深めるための研修活動 

⑵ 会員相互の融和、親睦を深めるための研修活動 

⑶ 児童の教育環境及び生活環境の改善、学校教育上の活動援助 

⑷ その他本会の目的を達成するための諸活動 

 

 

 

第２章 組織及び運営 

 

（会 員） 

第５条 この会の会員は、向陽台小学校に在籍する児童の父母又はこれに代る者、及び向

陽台小学校に勤務する教職員とする。 

 

 

（総 会） 

第６条 総会は、この会の全会員をもって構成され、この会の最高議決機関である。 

２．総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年４月、臨時総会は運営委員

会が必要と認めたとき、又は会員の５分の１以上の要求があったとき、会長が招集

する。 

３．総会は、出席会員によって成立し、議事は出席者の過半数で決定する。但し、賛

否同数のときは、議長が決定する。 

４．総会の議長は、出席者の承認を得て会員の中から会長が指名し、その総会の全議

事が終了するまでその任につく。 

 

 

 

 

－２５－ 



 

 

（総会附議事項） 

第７条 次の事項は、総会の議決又は承認を得なければならない。 

⑴ 年度計画及び予算 

⑵ 前年度経過報告及び決算 

⑶ 役員及び監査委員の選任 

⑷ 規約の改廃 

⑸ その他必要な事項 

 

（学級委員長 、学級副委員長） 

第８条 この会の活動を円滑に行うため、学級委員長、学級副委員長を定める。 

（１） 学級委員長 

ア. 運営委員会へ参加する。 

    イ. 学級レク以外のクラス全体に関わることの窓口の役割を果たす。  

ウ. その他必要な事項。 

  （２） 学級副委員長 

    ア. 学級委員長を補佐する。 

    イ.  学級副委員長は、役員選考委員を兼ねる。 

    

（係制） 

第９条 この会の活動を円滑に行うため、一家庭一係の係制をとり、実施する。 

    係は、ＰＴＡ役員、学級委員長、学級副委員長以外の全家庭とする。 

＊活動例：５月の環境整備作業、花壇の水やり・草取り、学年レク、企画、体育館

清掃）など                               

 

（所属及び活動） 

第１０条 兄弟（姉妹）がおり、活動で所属学年が必要な場合は、長子のいる学年への所

属に統一する。 

 

（運営委員会） 

第１１条 総会の委任を受けて、この会の目的達成に必要な事項を審議、調整し、決定す

る機関として、この会に運営委員会をおく。 

２．運営委員会は、役員、学級委員長、特別委員会の委員長で構成する。 

３．運営委員会は、必要の都度会長が招集し、議事は出席者の過半数で決定する。 

 

 

（組織及び運営） 

第１２条  この会に次の役員をおく。 

(1) 会長 １名 

(2)  副会長 ２名 

(3)  会計 １名（教職員とする） 

(4) 監査       ２名 

(6)  事務局長 １名（教職員とする） 

(7)  事務局次長 １名（教職員とする） 

２．役員は、基本的に、役員選考委員、特別委員会委員長を兼ねることはできないが、

本人の承諾があればその限りではない。 
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（役員の職務） 

第１３条 会長は、この会を代表し会務を統括する。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。 

３．会計は、この会の一切の会計事務を処理するとともに、この会の財産を管理する。 

４．監査は、この会の会計及び会務を監査する。監査は２名とする。毎年９月及び３

月に定期検査を、また、必要に応じ随時監査を行い、定期総会及び運営委員会で、

その結果を報告しなければならない。 

５．事務局長は、事務局を統括し、この会の庶務を行う。 

６．事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在の時はその職務を代行する 

 

（役員の選出） 

第１４条 役員は、別に定める規定により選出され、総会の承認を得て就任する。 

 

（役員の任期） 

第１５条 役員の任期は１年とし、次期の役員が就任するまでその職務を行う。但し、再

任は妨げない。 

２．役員に欠員が生じた場合は前条に準じて選出し、運営委員会の承認を得る。その

期間は前任者の残任期間とする。 

 

（特別委員会） 

第１６条 特定事項、又はそれ以外の事項を調査、立案、実施するため、特別委員会をお

くことができる。 

２．特別委員会の構成、運営等については、細則で定める。 

 

（役員選考委員会） 

第１７条 この会の役員の候補者を選考するため、役員選考委員会をおく。 

２．役員選考委員会は、各学級から選出された１名（学級副委員長）及び事務局２名

で構成する。 

３．役員選考委員は、役員等の候補になることができない。 

 

 

第３章 会   計 

 

第１８条 この会の活動に要する費用は、会費、寄付金並びにその他の収入をもって充て

る。 

２．この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

３．会費は、一世帯毎に納入し、金額は、月額２００円 とする。 

  また、小学校に、一家庭に複数の児童が在籍する場合は、年額でプラス２００円

徴収する。（学年レク費を考慮して） 

例：小学校に１名在籍する場合 ２００円×１２か月＝２，４００円 

 小学校に２名在籍する場合 ２００円×１２か月＋２００円×１名＝２，６００円 

 小学校に３名在籍する場合 ２００円×１２か月＋２００円×２名＝２，８００円  

［経過］ 

・令和３年度は、コロナ禍でＰＴＡ活動等ができないと見越し月額２００円にした。 

・令和４年度、令和５年度も同様な流れで月額１５０円（年１８００円）にした。 

・令和６年度は、令和５年５月に新型コロナウイルス感染症が２類から５類に移行し

たことに伴い、活動も令和３～５年度に比べると活発になると判断して月額２００

円にした。 

 

－２７－ 



 

 

第１９条 この会に特別会計を設けることができる。 

２．特別会計を設けるときは、細則でこれを定める。 

 

 

第４章 細   則 

 

第２０条 この会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて、運営委

員会で定めることができる。 

２．運営委員会は、細則を制定または改廃したときは、その結果を次回総会に報告し

なければならない。 

 

第５章 規約の改廃 

 

第２１条 第６条第３項の規定にかかわらず、総会において出席者の３分の２以上の賛成

がなければ規約の改正または廃止をすることができない。 

附   則 

⑴ この規約は、昭和５７年４月２５日から施行する。 

⑵ 平成６年４月１７日一部改正。 

第１４条第２項研修委員会の業務にイを追加、第１８条の第２項役員選考委員の選

出の仕方を改正。 

⑶ 平成９年４月１３日泉沢小学校分離に伴い全面改正。 

⑷ この規約は平成１０年５月７日一部改正し、同日から施行する。 

⑸ この規約は令和２年４月２０日一部改正し、同日から施行する。 

（６）この規約は令和６年４月２０日一部改正し、同日から施行する。 
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組織図

特別委員会（森ック等）

（委員長）

役員会

総会

（最高議決機関）役員選考委員会

副会長

運営委員会

（中間議決機関）

会長



 

 

慶 弔 に 関 す る 細 則 

 

第１条 本会の慶弔に関し、規約第２０条の規定に基づき、この細則を定める。 

第２条 本会の慶弔贈与の範囲は、次のとおりとする。 

⑴ 会員死亡の場合 香典 ５，０００円 

⑵ 本校の児童死亡の場合 香典 ５，０００円 

２．全校に定める場合の他、特別な場合は、運営委員会で協議し決定する。 

 

附  則 

⑴ この細則は、昭和５７年４月２５日から施行する。 

⑵ 平成９年４月１３日一部改正 

第２条⑶教職員転任の場合 餞別 ５，０００円～削除 

 

 

 

 

 

表 彰 に 関 す る 細 則 
 

第１条 本会が行う表彰について、規約第２０条の規定に基づき、この細則を定める。 

第２条 本会が行う表彰は、次の各号に該当する者のうちから運営委員会で審議決定する。 

⑴ 本会の役員として通算３年以上活躍した者。 

⑵ その他特別な功績があった者。 

２．本会の表彰は、現会員に対しては行わない。但し、前項第２号に該当する場合は

この限りではない。 

第３条 表彰は、表彰状または感謝状を贈ってこれを行う。 

２．表彰状または感謝状に添えて、記念品を贈る。 

 

附  則 

⑴ この細則は、昭和５７年４月２５日から施行する。 

⑵ 昭和５９年３月３１日まで、第２条第１項第１号のうち、〔通算３年以上〕は

削除して読む。 

⑶ この細則第２条について平成１０年５月７日一部改正。⑵委員→運営委員 
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特別委員会「森ック」に関する細則 
 

第１条 この会は、向陽台小学校森ックという。 

第２条  本校の図書活動をより一層充実させることを目指して、年間を通して読み聞かせ

や企画を行う。 

・朝読書の時間を活用し、読み聞かせを行う（概ね月２回）。また、教職員と相談

の上、読書の日等でイベントの企画を行う。 

第３条 森ック会員は、ＰＴＡ会員・ＰＴＡＯＢ･地域の方、有志を広く呼び掛けて組織す

る。 

第４条 会の活動については、月１回程度の森ック会議をもち、その内容を決定する。 

第５条 活動を遂行するため、特別委員会活動費として、年度会計予算案に計上する。 

第６条 この会の組織及び活動は、単年度とする。 

 

附  則 

⑴ この細則は、平成２６年４月１９日から施行する。 

 
 
 

 
旅費に関する細則 

 
第１条 本会の旅費に関し、規約第２０条の規定に基づき、この細則を定める。 

第２条 本会の旅費支給の範囲は、別表のとおりとする。 

  ２ 全校に定める場合の他、特別な場合は、運営委員会で協議し決定する。 

  

附  則 

  （１）この細則は、平成３１年４月２０日から施行する。 

 

（別表 旅費支給の範囲） 

区 分 旅 費 日 当 宿泊費 

市内    

市外（日帰り） ＪＲ運賃実費（往復） １，０００円  

市外（宿 泊） ＪＲ運賃実費（往復） １，０００円 ５，０００円 
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